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国の「持続化給付金」不正受給への
悪質な勧誘に注意

31No.

　新型コロナウイルスの影響で収入が減った個人事
業者に、国が最大100万円を支給する「持続化給付
金」という制度があります。この制度を悪用し、SNSな
どで、あたかも個人事業者でなくても受給できるよう
に勧誘されたうえ、「手続きを代行するから通帳の写
真を撮って送ってほしい」などと持ちかけられ、入金さ
れた給付金の一部を相手方に引き渡すよう求められ
るという手口が確認されています。ご注意ください。
　このような「持続化給付金」の不正受給は犯罪です
ので、悪質な勧誘には絶対に応じないでください。
　また、運転免許証、金融機関の口座番号や通帳、マ
イナンバーなどの個人情報は悪用される恐れがあり
ますので、求められても絶対に送ったり教えたりして
はいけません。不安に思ったときは消費生活センター
に相談してください。
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クルちゃんの つ ぶ や き

　集積所に出される資源物（ダンボー
ル、雑誌・雑がみ、新聞、紙パックな
ど）は、品質や特徴に応じてそれぞれ異なる原料に
使われ、リサイクルされています。

問�ごみ減量推進課
　☎・有（582）1121　5（583）3911

ごみ出しメモ：�自治会を通じて、雑がみ保管袋を順次配布し
ます。ぜひ活用してください。

ダンボール、雑誌・雑がみ、新聞、
紙パックはリサイクルすると
何になるのかな

　

新分別PRパンフレットを
配布します

　新環境センター稼働に伴い
令和３年10月1日から変わる、
ごみの分別などのルールをま
とめたパンフレットを作成しま
した。環境センターでの処理方
法を変更することや分別方法
および収集体制、指定ごみ袋
の手数料を見直すことなどが
記載されています。
　10月中旬～下旬に自治会
を通じて順次各家庭へ配布す
るほか、ごみ減量推進課、各地区会館でも随時配布し
ます。また、市ホームページでもご覧いただけます。
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　10月から、市税などの納付に使用できるスマホアプ
リ決済サービスに「au�PAY」が追加されました。使用方
法など詳しくは、各アプリをご覧ください。
●納付対象
　�市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、国民健康保険税）、保育料（給食費含む）、児
童クラブ利用料、市営住宅使用料（駐車場使用料含
む）、介護保険料、後期高齢者医療保険料
　※�水道料金・下水道使用料は1２月から「au�PAY」の
利用開始予定

●利用できるアプリ
　�au�PAY（10月から追加）、PayB、LINE�Pay、
　楽天銀行アプリ、PayPay
●注意事項
・「au�PAY」は２5万円を超える納付書は利用できません。　
・�領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、
納付書裏面記載の金融機関やコンビニなどの窓口
で納付してください。

・�バーコード印字がない納付書や、破損などでバーコー
ドが読み取れない納付書、納期限を過ぎた納付書は
利用できません。
問 納税課　☎・有 �（582）1118　5（583）9738

市税などの支払いに
「au PAY」が利用できるようになりました

ダンボール

ダンボール・
封筒など

雑誌・雑がみ

菓子箱・ボール箱・
絵本など

新聞紙

新聞紙・週刊誌・
印刷用紙など

紙パック

トイレットペーパー・
ティッシュペーパーなど

新分別PRパンフレットの概要
・�環境センター更新に伴うサーマルリサイクルの実施
・分別方法および収集体制の変更
・�令和３年10月に行われる指定ごみ袋の手数料の見
直し

・家庭でできる３Rの推進

新分別PRパンフレット
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